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鶴岡市職員採用試験【平成29年４月１日採用予定】

職員募集

■問本所職員課☎内線327

市役所電話番号
　本　　所☎25‐2111　藤島庁舎☎64‐2111　羽黒庁舎☎62‐2111
　櫛引庁舎☎57‐2111　朝日庁舎☎53‐2111　温海庁舎☎43‐2111

犬の鑑札の様式が変わりました
生活

■問健康課（にこ♥ふる）☎内線362

　小型犬でも装着しやすいように、「犬鑑札」の様式が
６月１日に変わりました。
　すでに交付を受けている場合、手続きは不要です。
　新しい鑑札に変えたい場合は再交付手続き（■費 1,600
円）が必要です。
　
　飼い犬への犬鑑札と狂犬病予防注射済票の装着は法律
で義務付けられています。迷子になった場合の飼い主の
特定に役立ちますので、必ず装着してください。

→
旧 新

<だ円形> <犬顔型>

■募集職種・受験資格
▷土木（社会人経験者）
　昭和52年４月２日以降に生まれ、技術士・技術
　士補または１級土木施工管理技士の資格を有し、
　民間企業の社員または公務員として設計業務、施
　工管理等の経験が５年以上ある方
▷電気（社会人経験者）
　昭和52年４月２日以降に生まれ、電気主任技術
　者の資格を有し、民間企業の社員または公務員と
　して電気設備設計業務、施工管理等の経験が５年
　以上ある方
▷初級行政（高卒程度）
　平成７年４月２日～11年４月１日に生まれた方
　（４年制大学を卒業した方及び卒業する見込みの
　方を除く）
▷消防士（高卒程度）
　昭和62年４月２日～平成11年４月１日に生まれ、
　採用後、鶴岡市に居住することができ、普通自動
　車運転免許（ＡＴ車限定を除く）を有する方及び
　平成29年４月末までに取得見込みの方
▷消防士（職務経験者）
　昭和57年４月２日以降に生まれ、採用後、鶴岡市 
　に居住することができ、山形県外で消防士として
　の職歴が３年以上ある現職の方

■試験日時
▷１次試験
　９月18日○日 午前10時

▷２次試験
　１次試験合格者を対象に10月下旬実施予定

■試験会場
▷土木・電気（社会人経験者）、初級行政
　総合保健福祉センター「にこ♥ふる」（２次試験は
　市役所本所）
▷消防士
　消防本部（２次試験も同じ）

■申込み受付
▷７月13日○水 ～８月12日○金 に、申込書を市役所本所
　職員課へ（郵送の場合は８月12日○金 までの消印
　有効）
▷市HP「電子申請」からも手続きができます

■試験案内・申込書等の交付
▷市役所本所職員課、各地域庁舎総務企画課及び消
　防本部総務課で交付
▷郵便で請求する場合は、封筒の表に「試験案内請
　求」と朱書きし、140円分の切手を貼った返信用
　封筒（宛先を明記したA４判用の角形２号封筒。
　折り畳んでも構いません）、応募職種・連絡先を
　記入したメモを同封して、市役所本所職員課（〒
　997‐8601市内馬場町９‐25）へ
▷市HP「人事・職員採用」からダウンロードするこ
　ともできます
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本市への移住・定住を支援します

県外からの移住希望者向け「お試し住宅」利用者を募集します
移住・定住促進

　※物件は、鶴岡市移住・定住促進サイト「前略つるお
　　かに住みマス」に順次掲載予定です。

■支援内容

　「お試し住宅」契約時・入居中に自己負担した家賃及
　び仲介手数料、家賃保証保険保証料の一部を、利用期
　間終了後の申請に基づき補助します（下表参照）

■利用期間

　定期借家契約締結日から６か月以内（ただし契約終了
　は来年２月末までとする）
　※家主・不動産業者の同意の下、新たに賃貸借契約ま
　　たは売買契約締結などで、利用期間終了後も引き続
　　き住むことも可能。

■対象者と募集数

　▷対象者…以下の全てに該当する方
　　・県外から本市への移住を希望する成人の方
　　・移住の理由が転勤、本市在住者との結婚また
　　　は進学以外である方
　　・国、県または他市区町村から住宅についての
　　　補助金や公的扶助を受けていない方
　　・市税を滞納していない方
　　・申込者・同居者が暴力団構成員でない方
　▷募集数…４件程度

■募集開始

　７月15日○金 から

■お試し住宅の物件種類

　賃貸借物件（３DK、３LDK程度の一戸建て）
　※宅建協会鶴岡支部と協議の上選定。
　

　県外から本市に移住を希望する方を対象に、民間賃貸物件を活用した「お試し住宅」の提供を始めます。
本市に仮住まいしながら、移住・定住に向けて、お仕事やお住まいを探してみてはいかがでしょうか。

■問本所地域振興課☎内線585

　（表）家賃区分と家賃・仲介手数料・家賃保証保険保証料補助額
補助項目

家賃区分 家賃補助額 仲介手数料補助額 家賃保証保険保証料
補助額

～ 1 万5,000円 0 円 家賃以内の仲介手数料
の相当額

家賃以内の家賃保証保険
保証料の相当額

1 万5,001円
～ 4 万6,000円

家賃から 1 万5,000円を
差し引いた額

家賃以内の仲介手数料
の相当額

家賃以内の家賃保証保険
保証料の相当額

4 万6,001円～ 3 万1,000円 4 万6,000円以内
の仲介手数料の相当額

4 万6,000円以内の家賃
保証保険保証料の相当額

市
政

介
護
保
険
運
営
協
議
会　
　

公
募
委
員
募
集

　

介
護
保
険
事
業
計
画
の
進
行
管
理
及
び
介

護
保
険
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
介

護
保
険
運
営
協
議
会
を
設
置
し
ま
す
。

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
３
人
以
内
（
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
常
勤
の
公

務
員
を
除
く
）　

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る

方　

②
４
月
１
日
現
在
で
満
20
歳
以
上
の
方　

③
平
日
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で
き
る
方

■申
７
月
15
日
○金
ま
で
申
込
書
を
本
所
長
寿
介

平成28年10月から

学校体育施設の利用が有料になります
施設利用

■問スポーツ課☎25‐8131

　市では地域スポーツ活動や青少年の健全育成の場として、小・
中学校の体育館など、学校体育施設を一般開放しています。こ
れまでは運動場等の照明設備利用を除き無料でしたが、総合体
育館などの社会体育施設と同様に有料とし、10月から学校体
育施設の使用料を負担いただきます。ご理解とご協力をお願い
します。

※家賃 1 か月分の敷金が別途必要です。

詳細は市HP「移住定住」でご確認ください。
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護
課
☎
内
線
１
９
０
へ（
郵
送
は
当
日
必
着
）

■他
市
HP廃

棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会

公
募
委
員
募
集

　

一
般
廃
棄
物
の
減
量
及
び
再
利
用
の
促
進

に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
廃
棄
物
減

量
等
推
進
審
議
会
を
設
置
し
ま
す
。

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
５
人
以
内
（
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
常
勤
の
公

務
員
を
除
く
）　

①
市
内
の
事
務
所
等
の
事

業
者
ま
た
は
在
勤
者
の
代
表　

②
今
年
７
月

31
日
現
在
で
満
20
歳
以
上
の
方　

③
平
日
に

開
催
す
る
会
議
に
出
席
で
き
る
方　

■申
８
月

１
日
○月
ま
で
申
込
書
を
廃
棄
物
対
策
課
☎
22

‐
２
８
４
８
へ
（
郵
送
は
当
日
必
着
）　

■他

市
HP健

康
が
ん
患
者
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
購

入
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

■対
市
内
在
住
で
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
が
ん
と
診
断
さ
れ
、
が
ん
の
治
療
を
受
け

て
い
る　

②
が
ん
の
治
療
に
伴
う
脱
毛
に
よ

っ
て
、
就
労
や
社
会
参
加
等
に
支
障
が
あ
る
、

ま
た
は
支
障
が
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、

医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
の
装
着
が
必
要
で
あ
る　

③
他
の
法
令
等
に
基
づ
く
助
成
を
受
け
て
い

な
い　

④
平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
に
購
入

し
た
も
の
で
過
去
に
本
事
業
の
助
成
を
受
け

て
い
な
い　

■
助
成
額　

購
入
費
の
２
分
の

１
（
上
限
２
万
円
。
平
成
27
年
度
中
に
購
入

し
た
ウ
ィ
ッ
グ
は
上
限
１
万
円
。
助
成
回
数

は
１
人
に
つ
き
ウ
ィ
ッ
グ
１
個
、１
回
限
り
）　
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■持
が
ん
の
治
療
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
証
明

書
類
（
お
薬
手
帳
、
診
療
明
細
書
等
）、
医

療
用
ウ
ィ
ッ
グ
購
入
時
の
領
収
書
、
医
療
保

険
証
ま
た
は
運
転
免
許
証
の
写
し
、
印
鑑
、

振
込
先
通
帳
の
写
し　

■申
申
請
書
を
健
康
課

（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内
線
３
６
５
へ　

■他
代
理

申
請
の
場
合
は
委
任
状
及
び
代
理
人
の
本
人

確
認
が
必
要
。
市
HP

８ハ
チ
マ
ル
ニ
イ
マ
ル

０
２
０
運
動 

よ
い
歯
の
長
寿
賞
表
彰

　

80
歳
以
上
で
20
本
以
上
自
分
の
歯
を
お
持

ち
の
方
を
募
集
し
、
優
良
者
を
表
彰
し
ま
す
。

■対
昭
和
11
年
12
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

で
、
自
分
の
歯
が
20
本
以
上
あ
る
方
（
以
前

に
表
彰
を
受
け
た
方
を
除
く
）　

■
応
募
方

法　

７
月
20
日
○水
～
８
月
19
日
○金
に
市
内
各

歯
科
診
療
所
へ
（
そ
の
場
で
無
料
歯
科
健
診

を
行
い
ま
す
）　

■問
健
康
課
☎
内
線
３
６
５

ま
た
は
市
内
各
歯
科
診
療
所
へ

福
祉

耳
・
手
足
が
不
自
由
な
方
の

た
め
の
巡
回
相
談

■日
７
月
13
日
○水
午
後
１
時
～
３
時　

■場
総
合

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
に
こ
♥

ふ
る
）　

■対
18

歳
以
上
の
方
で
、
新
た
に
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
た
い
方
、
交
付
を
受
け
て
い

る
方
で
程
度
変
更
し
た
い
方
、
補
装
具
の
交

付
を
希
望
す
る
方
等
（
現
在
治
療
中
の
方
を

除
く
）　

■
相
談
科
目　

聴
覚
、
肢
体　

■持

印
鑑
、
保
険
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
（
交
付

済
み
の
方
）　

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３

７
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

家
族
介
護
慰
労
金
を 

支
給
し
ま
す

■対
要
介
護
認
定
４
ま
た
は
５
（
相
当
と
認
め

ら
れ
る
方
を
含
む
）
で
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
１
年
間
利
用
し
て
い
な
い
寝
た
き
り
高

齢
者
等
を
、
１
年
以
上
継
続
し
て
在
宅
で
介

護
し
て
い
る
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方　

■

支
給
額　

10
万
円　

■持
印
鑑
、
介
護
者
名
義

の
市
内
金
融
機
関
預
金
通
帳　

■申
７
月
４
日

○月
～
22
日
○金
に
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

平
成
28
年
度
の
介
護
保
険
料

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

平
成
28
年
度
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
は
、

平
成
27
年
中
の
本
人
の
所
得
と
家
族
の
市
民

税
課
税
状
況
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
介
護
保

険
料
（
年
額
）
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

保
険
料
の
決
定
方
法
等
は
同
通
知
書
に
記
載

し
て
い
ま
す
。
同
封
の
「
介
護
保
険
料
の
あ

ら
ま
し
」
と
併
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
発
送
日　

７
月
15
日
○金　

■対
65
歳
以
上
の

方　

■
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
差
引
き
）
…
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た

方
は
、
年
金
支
給
月
（
４
・
６
・
８
・
10
・

12
・
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引
き
ま

す
（
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
へ
の
切
替
え

は
で
き
ま
せ
ん
）　

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
）
…
特
別
徴
収
以
外
の
方

は
、
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
、
ま
た
は

口
座
振
替
で
納
付
し
ま
す
。
納
期
は
年
８
回

（
７
月
～
来
年
２
月
の
毎
月
）
で
す　

■問
本

所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
８
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

介
護
保
険
の
軽
減
確
認
証
・
負
担

限
度
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

　

軽
減
確
認
証
、
負
担
限
度
額
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
に
申
請
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

手
続
き
が
遅
れ
る
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ま
だ
手

続
き
を
し
て
い
な
い
方
は
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
昨
年
度
該
当
し
な
か
っ
た
方
で
も
、

今
年
８
月
１
日
以
降
に
対
象
要
件
を
満
た
せ

ば
、
確
認
証
、
認
定
証
の
交
付
対
象
に
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
新
た
に
交
付
を
受
け

る
た
め
に
は
、
窓
口
で
の
申
請
が
必
要
で
す
。　

■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
４
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

年
金
・
医
療

基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
及
び
後
期

高
齢
者
の
自
己
負
担
割
合
は
、
毎
年
見
直
す

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
前
年
の
所
得
が
一

定
以
上
あ
る
方
の
自
己
負
担
割
合
は
３
割
で
、

申
請
に
よ
っ
て
１
割
ま
た
は
２
割
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
３
割
負
担
の
方
に
基
準
収
入

額
適
用
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、

同
封
し
た
説
明
書
に
記
載
の
基
準
額
を
下
回

る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
７
月
15
日
○金
ま
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
課
税
資
料
で
明
ら
か
に
基
準
額

を
超
え
る
と
判
断
さ
れ
る
方
に
は
、
申
請
書

を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
７
ま
た
は



9 広報つるおか　2016 . 7

世
帯
…
16
万
７
、
４
０
０
円+

（
医
療
費-

55
万
８
、
０
０
０
円
）
×
１
％　

▽
所
得
が

２
１
０
万
円
を
超
え
、
６
０
０
万
円
以
下
の

世
帯
…
８
万
１
０
０
円+

（
医
療
費-

26
万

７
、
０
０
０
円
）
×
１
％　

▽
所
得
が
２
１

０
万
円
以
下
の
世
帯
…
５
万
７
、
６
０
０
円　

▽
市
民
税
非
課
税
世
帯
…
３
万
５
、
４
０
０

円　

■
入
院
時
の
食
事
代　

１
食
３
６
０
円

（
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
２
１
０
円
。

入
院
91
日
以
降
は
申
請
の
翌
月
か
ら
１
６
０

円
）

▼
70
歳
以
上
の
方　

■対
市
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
等
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方　

■
自

己
負
担
限
度
額
（
月
額
）　

▽
入
院
時
…
２

万
４
、
６
０
０
円
（
無
所
得
世
帯
等
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
方
は
１
万
５
、０
０
０
円
）　

▽
外
来
時
…
８
、
０
０
０
円　

■
入
院
時
の

食
事
代　

１
食
２
１
０
円
（
入
院
91
日
以
降

は
申
請
の
翌
月
か
ら
１
６
０
円
。
無
所
得
世

帯
等
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
は
初
日
か

ら
１
０
０
円
）。
療
養
病
床
に
入
院
す
る
場

合
は
異
な
り
ま
す

▼
共
通　

■持
保
険
証
、
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
（
世
帯
主
の

方
及
び
申
請
対
象
者
）、
手
続
き
に
来
庁
さ

れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
等
）　

▽
次
は
該
当
す
る
方
の
み
…
国
保
高
齢
受
給

者
証
、
過
去
12
か
月
以
内
の
入
院
日
数
が
90

日
を
超
え
る
場
合
は
そ
れ
を
証
明
す
る
書
類

（
領
収
書
等
）、
今
年
１
月
１
日
現
在
、
本
市

に
住
民
登
録
が
な
か
っ
た
方
は
所
得
を
証
明

す
る
書
類　

■申
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１

６
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
認
定
証
が
な
い
場
合
で
も
、
医
療
機
関
等

の
窓
口
で
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
支
払

っ
た
分
の
医
療
費
は
、
高
額
療
養
費
と
し
て
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各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

高
齢
者
向
け
給
付
金
の
申
請

を
お
忘
れ
な
く

　

高
齢
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活
者
等
支

援
臨
時
福
祉
給
付
金
）
の
申
請
期
限
は
７
月

25
日
○月
で
す
。
仮
判
定
に
よ
る
支
給
対
象
の

方
に
は
、
４
月
下
旬
に
申
請
書
を
お
送
り
し

て
い
ま
す
。
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方
は
早

目
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
を
な
く

し
た
方
は
、
再
発
行
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

■問
本
所
臨
時
福
祉
給
付
金
事
務
室
☎
25
‐
２

２
９
０
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給

者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
○日
で
す
。
８
月
１
日
○月
か
ら

使
用
す
る
受
給
者
証
は
７
月
末
ま
で
に
お
送

り
し
ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
受
給
者
証
は
、

破
棄
す
る
か
、
本
所
国
保
年
金
課
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ
返
却
し
て
く
だ
さ

い
。

　

高
齢
受
給
者
証
は
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
70
歳
以
上
の
方
に
交
付
し
て
い
ま

す
。
70
歳
の
誕
生
月
の
翌
月
か
ら
（
１
日
生

ま
れ
の
方
は
誕
生
月
か
ら
）
使
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
新
た
に
該
当
す
る
方
に
は
、
該
当

月
の
前
月
末
ま
で
お
送
り
し
ま
す
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
７
３
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○日
で
す
。
８
月
１

日
○月
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
７
月
末
ま
で

に
お
送
り
し
ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
保
険
証

は
、
破
棄
す
る
か
、
本
所
国
保
年
金
課
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ
返
却
し
て
く

だ
さ
い
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
７
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

介
護
保
険
負
担
割
合
証
が　

新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
介
護
保

険
負
担
割
合
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
○日
で
す
。

８
月
１
日
○月
か
ら
使
用
す

る
負
担
割
合
証
は
７
月
末

ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

期
限
の
切
れ
た
負
担
割
合
証
は
、
破
棄
す
る

か
、
本
所
長
寿
介
護
課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

市
民
福
祉
課
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
８
７
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

医
療
費
一
部
負
担
金
の
限
度
額
適

用
及
び
食
事
代
の
減
額
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、

申
請
に
よ
っ
て
医
療
費
と
食
事
代
が
次
の
と

お
り
に
な
り
ま
す
。
現
在
入
院
中
の
方
や
医

療
費
が
高
額
に
な
る
予
定
の
方
等
、
認
定
証

が
必
要
な
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
認
定

証
は
申
請
月
の
初
日
か
ら
適
用
）。

▼
70
歳
未
満
の
方　

■
自
己
負
担
限
度
額

（
月
額
）　

▽
所
得
が
９
０
１
万
円
を
超
え
る

世
帯
…
25
万
２
、
６
０
０
円
＋
（
医
療
費-

84
万
２
、
０
０
０
円
）
×
１
％　

▽
所
得
が

６
０
０
万
円
を
超
え
、
９
０
１
万
円
以
下
の

給
付
さ
れ
ま
す
。
該
当
者
に
は
診
療
月
か
ら

２
・
３
か
月
後
に
ハ
ガ
キ
で
連
絡
し
ま
す
の

で
、
申
請
に
お
出
で
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

平
成
28
年
度
保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
、

平
成
27
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計
算
し
た

確
定
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

▼
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

差
引
き
）　

年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以

上
の
方
で
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
合
計
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
な
い
方
は
、
原
則
、
年
６
期
に
分
け

て
年
金
か
ら
差
し
引
き
ま
す
。
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
へ
の
変
更
可
（
市
役
所
へ
の
申
出

書
の
提
出
が
必
要
）。 

▽
普
通
徴
収
（
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
）　

年
金
受
給
額
が
年

額
18
万
円
未
満
の
方
で
、
介
護
保
険
料
と
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
合
計
額
が
年
金
額

の
２
分
の
１
を
超
え
る
方
は
普
通
徴
収
で
す
。

納
期
は
年
８
回（
７
月
～
来
年
２
月
の
毎
月
）

で
す
。

▼
年
度
途
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し

た
方　

加
入
月
か
ら
月
割
り
で
保
険
料
が
発

生
し
ま
す
。
加
入
月
に
よ
っ
て
期
割
の
計
算
、

納
付
方
法
等
が
異
な
る
の
で
、
保
険
料
額
決

定
通
知
書（
加
入
月
の
翌
々
月
中
旬
に
送
付
）

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
料
の
計
算
の
仕
方　

保
険
料
は
、
加

入
者
の
所
得
状
況
、
世
帯
構
成
に
よ
っ
て
金

額
が
異
な
り
、
皆
さ
ん
か
ら
平
等
に
負
担
し

て
も
ら
う
均
等
割
額
と
、
所
得
に
応
じ
て
負

担
し
て
も
ら
う
所
得
割
額
を
合
わ
せ
て
計
算

し
ま
す
。
今
年
度
の
均
等
割
額
は
１
人
年
額

４
万
１
、
７
０
０
円
、
所
得
割
率
は
８
・
５
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８
％
で
す
。

▼
保
険
料
の
軽
減　

今
年
度
は
均
等
割
額
の

軽
減
対
象
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。
所
得
が
少
な

い
方
へ
の
均
等
割
額
の
軽
減
と
し
て
、
９
割

（
軽
減
後
保
険
料
年
額
４
、
１
０
０
円
）、
８
・

５
割
（
同
６
、
２
０
０
円
）、
５
割
（
同
２

万
８
０
０
円
）、
２
割
（
同
３
万
３
、
３
０

０
円
）
が
あ
り
、
世
帯
の
所
得
で
割
合
を
判

定
し
ま
す
。
ま
た
、
加
入
者
本
人
の
所
得
が

91
万
円
以
下
の
場
合
は
、
所
得
割
額
が
半
額

と
な
る
軽
減
が
あ
り
ま
す
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
６
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

20
歳
前
障
害
や
福
祉
年
金
移
行
の
障

害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
所
得
状
況
届
」「
障

害
状
態
確
認
届
（
診
断
書
）」「
現
況
届
」｢

生

計
維
持
確
認
届｣

を
お
送
り
し
ま
す
。
７
月

29
日
○金
ま
で
本
所
国
保
年
金
課
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
提
出
が
遅
れ
る
と
年
金
受
給
に
支
障

が
出
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
所
得
状
況
届　

毎
年
提
出
が
必
要
な
も
の

で
す
（
現
況
届
の
提
出
が
不
要
な
方
も
、
所

得
状
況
届
の
提
出
は
必
要
）。
一
定
額
以
上

の
所
得
が
あ
る
場
合
、
年
金
の
一
部
ま
た
は

全
額
が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

▼
障
害
状
態
確
認
届
（
診
断
書
）　

引
き
続

き
障
害
等
級
に
該
当
す
る
か
を
確
認
す
る
た

め
に
提
出
し
て
も
ら
う
も
の
で
す
。
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
や
心
電
図
の
提
出
が
必
要
な

方
は
併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
現
況
届　

引
き
続
き
年
金
を
受
給
す
る
資

格
が
あ
る
か
確
認
す
る
た
め
に
、
毎
年
提
出

し
て
も
ら
う
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
日
本
年

金
機
構
に
住
民
票
コ
ー
ド
を
申
し
出
た
方
は
、

現
況
届
の
提
出
は
原
則
不
要
で
す
。

▼
生
計
維
持
確
認
届　

加
算
額
対
象
者
の
い

る
方
が
加
算
額
を
引
き
続
き
受
給
す
る
た
め

に
、
生
計
維
持
関
係
の
証
明
を
し
て
も
ら
う

も
の
で
す
。

■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

放
射
線
治
療
装
置
の
更
新
に
伴

う
治
療
の
一
時
中
断
に
つ
い
て

　

荘
内
病
院
で
は
が
ん
診
療
等
に
利
用
す
る

放
射
線
治
療
装
置
（
ラ
イ
ナ
ッ
ク
）
の
更
新

を
行
う
た
め
、
放
射
線
治
療
業
務
を
一
時
中

断
し
ま
す
。
中
断
期
間
中
は
、
日
本
海
総
合

病
院
等
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す

の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
治
療
中
断
期
間　

８
月
26
日
○金
～
来
年
３

月
中
旬　

■問
荘
内
病
院
医
事
課
☎
26
‐
５
１

１
１税平

成
28
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
加
入
者
、

所
得
、
資
産
等
の
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
同
封
の
「
国
民
健
康
保
険
税
の

し
お
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
発
送
日　

７
月
15
日
○金　

■対
世
帯
内
に
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る
世
帯
主
の
方

■
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

差
引
き
）
…
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、

年
金
支
給
月
（
４
・
６
・
８
・
10
・
12
・
来

年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引
き
ま
す　

▽

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
…

同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
、
ま
た
は
口
座

振
替
で
納
付
し
ま
す
。
納
期
は
年
９
回
（
７

月
～
来
年
３
月
の
毎
月
）
で
す　

■問
本
所
課

税
課
☎
内
線
２
０
５

市
税
の
滞
納
処
分
と
し
て
差
し
押
さ
え
た
不
動
産 

不
動
産
公
売
の
お
知
ら
せ

■日
７
月
27
日
○水　

■時
受
付
…
午
前
８
時
50
分
、

入
札
…
９
時
30
分　

■場
本
所
６
階
大
会
議
室　

■問
本
所
納
税
課
☎
内
線
２
５
３　

■他
市
HP

小
・
中
学
生
の
税
に
関
す
る

標
語
と
作
文
を
募
集
し
ま
す

▼
標
語　

■対
小
学
生　

■内
税
金
全
般
、
納
税

の
大
切
さ
、
納
期
限
を
守
る
こ
と
等
（
１
人

２
点
以
内
）

▼
作
文　

■対
中
学
生　

■内
税
に
関
す
る
内
容

で
あ
れ
ば
自
由
（
１
人
１
編
。
１
、
２
０
０

字
以
内
）

▼
共
通　

■申
８
月
29
日
○月
ま
で
本
所
納
税
課

☎
内
線
２
１
９
へ　

■他
入
賞
者
に
賞
状
と
副

賞
を
進
呈

生
活
・
そ
の
他

人
権
擁
護
委
員
は
次
の
方
々
で
す

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。（
敬
称
略
）

▽
石
田
幸　

▽
地
主
幸
平　

▽
庄
司
敏
明　

▽
鈴
木
元
女　

▽
榎
本
玲
子　

▽
金
内
淳　

▽
加
藤
勝　

▽
大
川
慶
輝　

▽
石
川
正
廣　

▽
島
忠
一　

▽
五
十
嵐
信
樹　

▽
阿
部
英
子　

▽
成
澤
礼
子　

▽
島
津
玄
眞　

▽
小
南
孝
子　

▽
手
塚
柳
治　

▽
村
田
仁
美　

▽
宅
井
洋
子

▽
清
和
忠
志　

▽
平
藤
博
巳　

▽
長
南
征
子　

▽
帯
刀
春
男　

▽
宮
崎
清
男　

▽
本
間
晴
美　

▽
齋
藤
俊
美　

▽
五
十
嵐
英
司　

▽
五
十
嵐

要
一

■問
法
務
局
鶴
岡
支
局
☎
22
‐
１
０
０
３
ま
た

は
本
所
市
民
課
☎
内
線
１
５
８
へ

地
域
ご
と
に
開
催
し
ま
す　
　
　
　

成
人
式
の
ご
案
内

　

８
月
に
開
催
す
る
成
人
式
の
案
内
は
、
７

月
中
旬
ま
で
に
対
象
者
（
平
成
７
年
４
月
２

日
～
８
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
各
地
域
の
中

学
校
卒
業
生
・
現
在
住
者
）
に
送
付
し
ま
す
。

▼
藤
島　

■日
８
月
12
日
○金
午
前
11
時　

■場
藤

島
地
区
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー　

■問
藤
島
庁
舎

総
務
企
画
課
☎
64
‐
５
８
１
３

▼
朝
日　

■日
８
月
14
日
○日
午
前
９
時
30
分

■場
す
ま
い
る　

■問
朝
日
庁
舎
総
務
企
画
課
☎

53
‐
２
１
１
１

▼
櫛
引　

■日
８
月
14
日
○日
午
後
１
時
30
分

■場
・
■問
櫛
引
公
民
館
☎
57
‐
５
６
７
０

▼
羽
黒　

■日
８
月
15
日
○月
午
後
１
時　

■場
羽

黒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　

■問
羽
黒
庁
舎

総
務
企
画
課
☎
62
‐
２
１
１
１

▼
温
海　

■日
８
月
15
日
○月
午
後
３
時　

■場
温

海
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　

■問
温
海
庁
舎
総
務

企
画
課
☎
43
‐
２
１
１
１

▼
鶴
岡　

■日
来
年
１
月
８
日
○日
午
後
１
時
30

分　

■対
平
成
８
年
４
月
２
日
～
９
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
方　

■問
社
会
教
育
課
（
櫛
引
庁

舎
）
☎
57
‐
４
８
６
６　

■他
案
内
は
11
月
頃

に
対
象
者
へ
送
付
し
ま
す
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を
中
心
に
作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
作
業
音

等
へ
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

■問
本
所
農
政
課
☎
内
線
５
７
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
産
業
課
へ

ル
ー
ル
を
守
っ
て
楽
し
い
花
火

　

夏
の
身
近
な
風
物
詩

の
お
も
ち
ゃ
花
火
。

し
か
し
、
お
も
ち
ゃ
と

は
い
え
原
料
は
火
薬
で

す
。
安
全
に
楽
し
む
た

め
、
注
意
書
や
使
用
法

を
よ
く
読
み
、
次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▽
花
火
を
人
や
家
に
向
け
な
い　

▽
燃
え
や

す
い
物
の
あ
る
場
所
で
遊
ば
な
い　

▽
風
の

強
い
と
き
は
花
火
を
し
な
い　

▽
水
の
入
っ

た
バ
ケ
ツ
を
用
意
す
る　

▽
大
人
と
一
緒
に

遊
ぶ　

▽
花
火
を
ほ
ぐ
し
た
り
、
一
度
に
た

く
さ
ん
の
花
火
に
火
を
つ
け
な
い　

▽
花
火

の
筒
先
に
顔
や
手
を
近
づ
け
な
い　

▽
服
に

火
が
つ
か
な
い
よ
う
注
意
す
る

■問
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ 

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　

７
月
は
〝
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
〟
強

調
月
間
で
す
。
全
国
一
斉
に
街
頭
広
報
活
動

な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
運
動
は
、
全
て

の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯

し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や

非
行
の
な
い
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全

国
的
な
運
動
で
す
。
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら

す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
、
子
供
が
健
や

か
に
育
つ
地
域
社
会
の
実
現
は
全
て
の
人
の

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

市
営
住
宅
等
入
居
者
募
集

住
宅
名

階
数
・
間
取
り

戸
数

岡鶴
ち
わ
ら
住
宅
１
Ｌ
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

３
Ｄ
Ｋ
（
子
育
て
向
け
）
３

美
原
住
宅

１
階
・
３
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

３
階
・
３
Ｋ

１

稲
生
住
宅

１
階
・
２
L
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

２
階
・
２
L
Ｄ
Ｋ

１

東
部
住
宅

１
階
・
３
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
西
住
宅

１
階
・
３
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
山
住
宅

１
階
・
２
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

３
階
・
２
Ｄ
Ｋ

１

朝日
下
名
川
住
宅
平
屋
・
３
Ｄ
Ｋ

１

温海
紅
葉
岡
住
宅
３
階
・
３
Ｋ

１

柳
原
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

羽黒
荒
川
特
定
公

共
賃
貸
住
宅
平
屋
・
４
L
Ｄ
Ｋ

２

■
入
居
時
期　

９
月
中
旬
以
降　

■申
７
月
１

日
○金
～
21
日
○木
に
本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８

３
ま
た
は
各
建
設
事
務
室
（
羽
黒
・
朝
日
・

温
海
）
へ

無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る 

病
害
虫
防
除
作
業
に
ご
理
解
を

　

７
月
上
旬
か
ら
８
月
下
旬
ま
で
、
無
人
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
農
作
物
の
病
害
虫
防
除

作
業
を
実
施
し
ま
す
。
事
故
防
止
の
た
め
、

作
業
中
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
は
絶
対
に
近
寄

ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
早
朝
や
夕
方

願
い
で
す
。
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
８

〝
明
る
い
や
ま
が
た
〟 

夏
の
安
全
県
民
運
動

　

夏
は
、
長
期
休
暇
や
レ
ジ
ャ
ー
、
暑
さ
に

よ
る
気
の
緩
み
等
か
ら
、
交
通
事
故
や
青
少

年
の
非
行
等
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
故
等
を
防
止
す
る
た
め
、
県
民

総
ぐ
る
み
で
運
動
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

■
実
施
期
間　

７
月
19
日
○火
～
８
月
18
日
○木

■
運
動
の
重
点　

▽
青
少
年
の
健
全
育
成
と

い
じ
め
・
非
行
防
止　

▽
子
供
と
高
齢
者
の

交
通
事
故
防
止
・
飲
酒
運
転
の
撲
滅　

▽
海
・

山
・
川
で
の
事
故
防
止　

▽
身
近
な
犯
罪
等

の
防
止　

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１
６

３
８
月
３
日
○水
は
山
形
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
委
員
選
挙
で
す

　

選
挙
当
日
に
投
票
で
き
な
い
方
は
、
期
日

前
投
票
・
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

■問
本
所
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
内
線
６

４
１
ま
た
は
同
温
海
分
室
（
温
海
庁
舎
）
☎

内
線
３
１
４
へ

平
成
27
年
度 

日
本
赤
十
字
社

鶴
岡
市
地
区 

決
算
・
活
動
報
告

　

多
額
の
社
費
・
義
援
金
を
お
寄
せ
い
た
だ

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

▼
社
費
収
納
会
計　

■
社
費
合
計　

２
、
５

２
０
万
３
、
２
４
２
円　

■
社
員
数　

個
人

…
３
万
１
、
４
３
５
人　

法
人
…
６
５
６
件

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
社
費
は
全
額
を
日
本

赤
十
字
社
山
形
県
支
部
に
送
金
し
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
被
災
地
で
の
救
護
施
設
の
運

営
等
多
く
の
事
業
で
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
会
計
決
算

▼
東
日
本
大
震
災
義
援
金
の
実
績　

平
成
23

年
３
月
12
日
か
ら
28
年
３
月
31
日
現
在
ま
で
、

本
市
に
は
１
億
９
７
５
万
円
の
義
援
金
を
お

寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
う
ち
８
、
６
５
９

万
円
は
県
支
部
を
通
じ
て
被
災
者
支
援
の
た

め
に
送
金
し
ま
し
た
。
な
お
、
義
援
金
の
募

集
は
現
在
も
続
け
て
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
８

鶴岡市地区会計
歳 入

541万646円

鶴岡市地区会計
歳 出

541万646円

県支部支出金
37万円

社員募集管理事務費
85万9,672円

人件費
97万5,352円

運営協議会費
13万7,243円

海浜救護所関係費
9万円

災害等資金積立金
53万6,783円

各種助成金
72万8,000円
各種助成金
63万3,272円

協力団体交付金等
199万7,886円
協力団体交付金等
199万7,886円

災害救護費
18万438円

県支部交付金
504万646円
県支部交付金
504万646円


